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東 京 都 林 地 開 発 許 可 手 続 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 二 年 東 京 都 規 則 第 二 百 五 十 六 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  
第 一 条 及 び 第 二 条 （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 及 び 第 二 条 （ 略 ）  

（ 開 発 許 可 申 請 書 ）  （ 開 発 許 可 申 請 書 ）  

第 三 条 （ 現 行 の と お り ）  第 三 条 （ 略 ）  

２ 施 行 規 則 第 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 書 類 は 、 同 号 の 権 利 を 有 す る 者

の 記 名 押 印 の あ る も の と し な け れ ば な ら な い 。  

（ 新 設 ）  

第 四 条 及 び 第 五 条 （ 現 行 の と お り ）  第 四 条 及 び 第 五 条 （ 略 ）  

（ 開 発 行 為 の 計 画 変 更 ）  （ 開 発 行 為 の 計 画 変 更 ）  

第 六 条 （ 現 行 の と お り ）  第 六 条 （ 略 ）  

２ 前 項 の 林 地 開 発 許 可 変 更 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 に お い て 、 施 行 規

則 第 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 書 類 を 添 付 す る と き は 、 当 該 書 類 は 、 同

号 の 権 利 を 有 す る 者 の 記 名 押 印 の あ る も の と し な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ）  

３ 開 発 行 為 者 は 、 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 計 画 内 容 の 変

更 を す る と き は 、 あ ら か じ め 林 地 開 発 許 可 変 更 届 （ 別 記 第 六 号 様 式 ）

を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ 開 発 行 為 者 は 、 前 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 計 画 内 容 の 変 更

を す る と き は 、 あ ら か じ め 林 地 開 発 許 可 変 更 届 （ 別 記 第 六 号 様 式 ）

を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 地 位 承 継 の 届 出 ）  （ 地 位 承 継 の 届 出 ）  

第 七 条 （ 現 行 の と お り ）  第 七 条 （ 略 ）  

２ 前 項 の 林 地 開 発 行 為 者 地 位 承 継 届 に は 、 当 該 地 位 を 承 継 し た こ と

を 証 明 す る 書 面 （ 被 承 継 者 の 意 思 の 確 認 が 必 要 な 書 面 に あ っ て は 、

当 該 被 承 継 者 の 記 名 押 印 の あ る も の に 限 る 。 ） 及 び 開 発 行 為 の 施 行

の 妨 げ と な る 権 利 を 有 す る 者 以 外 の 者 が 承 継 す る 場 合 に あ っ て は 、

当 該 権 利 を 有 す る 者 が 記 名 押 印 し た 上 で 当 該 承 継 を 認 め た 書 面 を

添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 新 設 ）  
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第 八 条 か ら 第 十 一 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 八 条 か ら 第 十 一 条 ま で （ 略 ）  
（ 申 請 書 又 は 届 出 書 の 経 由 及 び 提 出 部 数 ）  （ 申 請 書 又 は 届 出 書 の 経 由 及 び 提 出 部 数 ）  

第 十 二 条 （ 現 行 の と お り ）  第 十 二 条 （ 略 ）  

２ 前 項 の 申 請 書 等 （ 添 付 す る 関 係 書 類 等 を 含 む 。 ） の 提 出 は 、 正

本 に 、 そ の 写 し 一 通 を 添 え て し な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 申 請 書 等 の 提 出 部 数 は 、 二 部 と す る 。  

（ 添 付 書 類 ）   

第 十 三 条 次 に 掲 げ る 書 面 に は 、 当 該 書 面 の 提 出 者 （ 第 二 号 及 び 第 五

号 に あ っ て は 開 発 行 為 の 施 行 の 妨 げ と な る 権 利 を 有 す る 者 、 第 七 号

に あ っ て は 被 承 継 者 又 は 開 発 行 為 の 施 行 の 妨 げ と な る 権 利 を 有 す

る 者 と す る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に

準 ず る も の を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 書 面 の 提 出 者 が 国

若 し く は 地 方 公 共 団 体 で あ る 場 合 又 は 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で 、 第 七

号 及 び 第 八 号 に 掲 げ る 書 面 に つ い て 既 に 提 出 さ れ て い る 印 鑑 証 明

書 若 し く は こ れ に 準 ず る も の の 内 容 に 変 更 が な い 場 合 を 除 く 。  

 一 第 三 条 第 一 項 の 林 地 開 発 許 可 申 請 書 （ 別 記 第 一 号 様 式 ）  

 二 第 三 条 第 二 項 の 書 類  

三 第 六 条 第 一 項 の 林 地 開 発 許 可 変 更 申 請 書 （ 別 記 第 五 号 様 式 ）  

 四 第 六 条 第 二 項 の 林 地 開 発 許 可 変 更 届 （ 別 記 第 六 号 様 式 ）  

 五 第 六 条 第 三 項 の 書 類  

 六 第 七 条 第 一 項 の 林 地 開 発 行 為 者 地 位 承 継 届 （ 別 記 第 七 号 様 式 ） 

 七 第 七 条 第 二 項 の 書 面  

八 第 九 条 第 一 項 第 四 号 の 林 地 開 発 行 為 廃 止 届 （ 別 記 第 十 二 号 様

式 ）  

（ 新 設 ）  

第 十 四 条 （ 現 行 の と お り ）  第 十 三 条 （ 略 ）  

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 三 号 様 式 ま で （ 別 紙 の と お り ）  別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 三 号 様 式 ま で （ 別 紙 の と お り ）  
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別 記 第 四 号 様 式 （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 四 号 様 式 （ 略 ）  
別 記 第 五 号 様 式 か ら 第 十 四 号 様 式 ま で （ 別 紙 の と お り ）  別 記 第 五 号 様 式 か ら 第 十 四 号 様 式 ま で （ 別 紙 の と お り ）  

※ 別 紙 は 掲 載 省 略  

 


